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Ⅰ 報 告 

１ 令和２年度事業報告について  

昨今の児童福祉行政を取り巻く状況は、児童相談所における児童虐待相談対応件数が毎

年増加の一途を辿っており、児童虐待の未然防止や早期発見の観点からも市町村に求めら

れる役割は大きくなっています。 

平成２８年に改正された児童福祉法においては、市町村の役割が明確化され、子どもとそ

の家庭及び妊産婦を対象に、継続的なソーシャルワーク等を行う拠点の整備に努めること

が規定されました。本市においては、いち早く平成３１年４月に子ども家庭総合支援拠点を

設置し、室蘭児童相談所及び各関係機関との連携のもと対象者への支援を行ってきました。 

令和３年１月には、かねてより双葉町の北海道立苫小牧病院跡に整備を進めていた児童

相談複合施設が完成し、「苫小牧市こども相談センター」として開設しました。当該施設に

は、北海道室蘭児童相談所苫小牧分室が開設されることとあわせ、こども相談課を設置し、

同一施設内において、子どもや家庭に関する相談に対応する新たな体制をスタートしまし

た。また、施設の開設とともに、「苫小牧市子どもを虐待から守る条例」を施行いたしまし

た。この条例の普及啓発を積極的に推進し、社会全体で子どもを守るという本市全体の意識

醸成を図り、児童虐待のないまちを目指します。 

苫小牧市要保護児童対策地域協議会の円滑な運営を図るため、本協議会の事務局及び子

ども家庭総合支援拠点の機能も担う、当課の事業計画及び活動報告について説明いたしま

す。 

 

 

 

 

＜外観＞                 ＜相談室＞ 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

苫小牧市こども相談センター 

資料１ 
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【会議等の開催状況】 

○代表者会議（書面会議） 6 月 2 日 

 

○実務者会議（計 11 回開催） 
  

・研修「幼稚園及び保育園の職員を対象とした児童虐待対応研修」 

 児童虐待チェックリスト研修 

11 月 10 日 

11 月 12 日 
計 54 人 

・研修「苫小牧市版事実確認面接研修会」 3 月 15 日 14 人 

・健康支援課、市立病院との連携会議 

（5 月、10 月、1 月、3 月） 
計 4 回 

 

・室蘭児童相談所との連携会議 

（5 月、7 月、10 月、12 月、3 月） 
計 5 回 

 

〇個別ケース検討会議（計 94 回開催） 

 
虐 待 その他の要因 合 計 

延べ回数 延べ児童数 延べ回数 延べ児童数 延べ回数 延べ児童数 

Ｒ2 年度 30 58 64 130 94 188 

〇代表者会議 

 代表者会議では、令和元年度の事業報告及び同２年度の事業計画について書面会議として実

施しました。 

 

〇実務者会議 

実務者会議は、研修会や連携会議の形で 11 回実施しました。 

11 月 10 日、12 日には幼稚園保育園等の職員を対象とした児童虐待チェックリストの研修会を

開催しています。平成 29 年度に児童虐待チェックリストを作成し、継続して利用できるよう、毎年研

修会を開催しています。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、当初予定されていた要対協の各関係機関を招く実務

者会議(児童虐待対応研修)は中止し、啓発活動として、児童虐待の通報があった場合の当課の

動きを動画で作成し、「苫小牧市における児童虐待防止研修動画」として令和 3 年 1 月 7 日に

Youtube でアップロードし各関係機関に周知させていただきました。（令和 3 年 5 月 31 日時点で

1,360 回再生） 

令和 3 年 3 月 15 日には、苫小牧市版事実確認面接のマニュアルに基づいて実際に利用した

事例を発表し、藤女子大学人間生活学部保育学科・子ども教育学科の小山和利教授より講評を

いただきました。この手法は、相手の話を全て受け止める進め方であり、相手のことを尊重した手

法であるなど、本手法の新たな意味づけについて具体的な助言をいただきました。 
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 健康支援課及び市立病院との連携会議は、両機関が把握している支援の要する家庭について

情報共有し、必要に応じて地域での確認依頼や、児童相談所、医療機関等と連携した対応を行っ

ています。また、支援を要する妊婦についても、チェックリストを活用することで早い段階で把握で

きるようにしています。特に支援が必要な妊婦は、個別ケース検討会議を開き、対応について検討

しています。 

室蘭児童相談所苫小牧分室との連携会議は、通告のあったケースや児童養護施設活用中のケ

ース等を台帳管理し、台帳に記載されている全ケースについて対応状況を確認しています。 

 

〇個別ケース検討会議 

個別ケース検討会議では、ケースの情報共有や支援方針の検討、支援体制の確認等を行って

います。 

支援方針の検討には平成27年度より家族支援手法を取り入れ、家族の持つストレングス（強み）

に着目した展開に努めています。また、支援体制の確認では、各機関に認識のズレが生じないよう

にホワイトボードを活用し、役割分担や期限などの確認を参加者全員で行っています。 

令和２年度は 94 回開催し、虐待に関するものは 30 回でした。虐待はもとより、虐待以外のケー

スにおいても精神疾患や障がい、経済的問題等様々な課題が重複している場合が多く、多機関の

協力が不可欠となっています。 

 

【啓発活動等の状況】 

〇児童虐待防止推進月間 

実施月日 実 施 内 容 備 考 

11 月 1 日～

11 月 30 日 

 

○児童虐待防止月間の啓発活動の実施 

・市内事業所に啓発ポスターの配布・掲示依頼 

・オレンジリボン（シンボル）の市役所窓口職員等への配布、携行 

・小学生、中学生に啓発リーフレット配布 

・虐待防止懸垂幕掲示 

・虐待防止看板設置 

・広報とまこまい 11 月号に相談機関情報掲載 

 

11 月 1 日～ 

11 月 11 日 

・市内施設 2 か所をオレンジ色にライトアップ 

（苫小牧信用金庫本店、ふれんどビル） 

 

 

11 月 1 日 

○街頭啓発活動の実施 

・児童虐待防止の標語入りポケットティッシュ 2,000 個をイオンサービ

スカウンターに設置し配布 
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○出前講座 

10 月 6 日 

テーマ：「児童虐待チェックリストの活用について」 

受講者：苫小牧市立しみず保育園職員 

派遣職員：こども支援課 板橋申次、立花優樹、山中弥生 

13 名参加 

11 月 25 日 

テーマ：「子育て講座 step ダイジェスト版」 

受講者：認定こども園第 2 はくちょう幼稚園職員 

派遣職員：こども支援課 山中弥生 

17 名参加 

12 月 22 日 

テーマ：「苫小牧市の児童虐待とその現状について」 

受講者：王子総合病院付属看護専門学校 2 年生 

派遣職員：こども支援課 牧野武博 

40 名参加 

11 月 27 日 

テーマ：「子育て講座 step ダイジェスト版」 

受講者：さくらぎ保育園職員 

派遣職員：こども支援課 牧野武博、板橋申次、伊澤好美 

8 名参加 

12 月 1 日 

テーマ：「子育て講座 step ダイジェスト版」 

受講者：ひだまりのもり保育園 

派遣職員：こども支援課 板橋申次、中館亜希子 

4 名参加 

1 月 26 日  

テーマ：「養育に問題を抱える家庭に関わる連携の在り方」 

受講者：苫小牧市教育研究所(学校関係者) 

派遣職員：こども支援課 板橋申次 

48 名参加 

○子育て講座「ｓｔｅｐ」（通常講座） 

9 月 
受講者：一般市民、児童相談所職員 

講師：こども支援課 板橋申次、山中弥生 
7 名参加 

2 月(平日) 
受講者：一般市民 

講師：こども支援課 板橋申次、伊澤好美 
1 名参加 

2 月(土曜) 
受講者：一般市民、児童家庭支援センター職員 

講師：こども支援課 伊藤友希、中館亜希子、佐藤裕美子 
5 名参加 

○子育て講座「ｓｔｅｐ」（ダイジェスト講座） 

8 月 17 日 
受講者：一般市民、児童相談所職員 

講師：こども支援課 立花優樹、長谷川文仁 
6 名参加 

1 月 30 日 
受講者：一般市民 

講師：こども支援課 板橋申次、伊藤友希 
5 名参加 
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〇児童虐待防止月間 

11 月の児童虐待防止月間は市内公共施設にポスター掲示依頼、市内大型店での児童虐待防

止啓発ポケットティッシュ 2,000 個を設置し配布、虐待防止についての懸垂幕を掲示したほか、市

内施設のオレンジ色ライトアップや市役所本庁舎１階で看板設置し虐待の未然防止を呼び掛けま

した。 

本庁舎 1 階で実施した啓発活動は市民が看板にオレンジリボンを貼れるようにするなど市民参

加型のものとし、用意したオレンジリボン 570 個が貼られ、新聞にも報道されるなどの反響がありま

した。市民にはリボンを貼っていただくことで児童虐待に対する意識醸成が図られたほか、児童相

談所全国共通ダイヤル 189、通称「いちはやく」の周知ができたりと、相応の効果があったものと思

われます。 

 

〇出前講座 

出前講座は 6 件依頼がありました。児童虐待に関しての講座で、地域支援や家族支援等、それ

ぞれの観点で講座を行いました。 

 

〇子育て講座「ｓｔｅｐ」 

一般市民への児童虐待の予防・未然防止として行っている子育て講座は 5 回行いました。 

講座は、暴力や暴言を使わず、子どもに対する保護者の言葉かけや行動を変容させることで、

より良い親子関係を築けるような親教育プログラムで、虐待の未然防止に効果があると考え、平成

26 年度から実施しています。参加者からは、「もっと早くにこの講座に出会いたかったです」「とても

楽しくシンプルでためになる内容でした」など高い評価を頂いています。 

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受け、一部実施予定だった講座は中止しま

した。 
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２ 苫小牧市における児童虐待相談の通報受理及びその対応について 

 

 
（単位：人）

家 族 ・ 親 族

本 人

近 隣 ・ 知 人

民 生 ・ 児 童 委 員

警 察

保 健 所

学 校

幼 稚 園 ・ 保 育 園

医 療 機 関

市 （ 他 課 ）

児 童 相 談 所

そ の 他

実 父

実 父 以 外 の 父

実 母

実 母 以 外 の 母

そ の 他

身 体 的

養 育 怠 慢 ・ 拒 否

心 理 的

性 的

0 ～ 3 歳 未 満

3 ～ 未 就 学 児

小 学 生

中 学 生

高 校 生 ・ そ の 他

助 言 指 導

継 続 指 導

他 機 関 斡 旋

児 童 相 談 所 送 致

そ の 他

一時保護件数 （単位：人）

注）苫小牧市が対応したケースで一時保護に至った件数

全　　　件 46 63 50

(再掲)虐待による一時保護 25 43 33

合　　計 222 246 182

H30年度 R元年度 R2年度

28 24 8

0 0 0

対
応
内
容

185 205 147

9 11 27

0 6 0

合　　計 222 246 182

41

72 101 77

24 25 13

合　　計 222 246 182

年
齢
別

46 41 38

72 63

8 16 13

37

106 91 106

3 2 0

合　　計 222 246 182

内
　
　
容

41 52 39

72 101

6 4 3

3 0 2

主
な
虐
待
者

59 43 45

17 22 17

137 177 115

0

50 81 40

8 5 1

合　　計 222 246 182

26 27 9

20 31 43

4 1 2

0 2 3

発
見
状
況
（

通
告
者
）

28 25 6

3 0 3

49 39 56

29 16 18

5 19 1

0 0

対応件数 222 246 182

未処理人数(年度末時点対応中) 39 0 4

H30年度 R元年度 R2年度

受付件数 248 207 186
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〇苫小牧市における児童虐待相談の通報受理及びその対応について 

令和２年度は児童虐待通報を 186 件受け付け、全件子どもの安全確認を行っています。 

対応件数は 182 件となっていますが、翌年度へ繰り越した未処理人数を含んでいるものです。こ

の対応件数とは、受け付けた通報に対し、助言指導、児童相談所送致等何らかの対応方針が決

定した時点でカウントするもので、対応方針決定前は未処理人数にカウントされます。 

厚生労働省が発表している「児童虐待相談対応件数の動向について（令和 2 年 4 月～12 月分

（速報値））」によると、児童相談所が通告等を受けて対応を行った件数は、全国では対前年比で

微増でしたが、本市においては同期間において減少傾向となりました。 

 

【発見状況】 

発見状況は、近隣・知人、児童相談所からの通告が増加しています。コロナウイルス感染症の影

響により自宅で過ごす時間が増加したことが、要因の一つであると推察されます。 

 

【内容】 

内容では、心理的虐待が増加しています。きょうだいに対する暴力等の目撃に加えて、近隣から

の泣き声等の通告の増加が件数を押し上げています。 

ネグレクトについては、既に（継続して）対応している世帯の割合が多いことが、新規通告の減少

につながっているものと思われます。 

 

【年齢別】 

年齢別では、昨年度と同様小学生が多くなっており、学校と作成した台帳をもとに情報交換する

ことで、連携強化の維持を図ることができました。 

 

【対応内容】 

継続指導の内容は、支援を要する家庭に養育支援訪問事業を活用したり、親子間の関係を安

定させるため相談員が定期的に訪問したりするなどしています。 

 

【一時保護件数】 

一時保護の件数は、令和 2 年度は 50 人一時保護されました。世帯数は大きく変動していないも

のの、多子世帯の割合が少ないため、件数は 10 件以上減少しています。 

虐待による一時保護は33人で身体的虐待が最も多く、「子どもが家に帰りたくないと言っている」

といったケースなどに対応しました。 

虐待以外の一時保護では「もう子どもを見ることができない」といった訴えに対応したケースがあ

りました。 

 

３ 北海道室蘭児童相談所の状況報告について 

 令和元年度の児童虐待相談対応状況等について報告します。 資料２  
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Ⅱ 議 題 
 
１ 苫小牧市要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部改正について  

社会問題化している児童虐待への対応をより一層強化するため、令和３年４月に機構

改革を実施し、こども支援課相談係の業務を児童相談に特化する「こども相談課」を新

たに設置しました。それに伴い関係条文の整備を行います。 

  

【新旧対照表】 

 ○苫小牧市要保護児童対策地域協議会設置要綱 

改正案 現 行 

 （調整機関） 

第４条 法第 25 条の２第４項に規定する

要保護児童対策調整機関（以下「調整

機関」という。）は、苫小牧市健康こど

も部こども相談課とする。 

（調整機関） 

第４条 法第 25 条の２第４項に規定する

要保護児童対策調整機関（以下「調整機

関」という。）は、苫小牧市健康こども部

こども支援課とする。 

 

 ○別表 

改正案 現 行 

区  分 関係機関 区  分 関係機関 

国又は地方公共団体の機関 

（法第 25条の５第１号） 

略 国又は地方公共団体の機関 

（法第 25条の５第１号） 

略 

こども相談課  

 

 

 ○苫小牧市要保護児童対策地域協議会設置要綱（案） 資料３ 
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２ 令和３年度事業計画（案）について 

家庭の中で、子どもの生命の安全が脅かされる深刻且つ、取り返しのつかない事件が発

生しています。また、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出自粛や休業等が行われて

いる中、生活不安・ストレスにより、児童虐待の増加や深刻化が懸念されています。 

こうした状況の中、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認め

られる児童を適切に保護し、児童虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応の効果促進を

図るため、次の事業を実施します。 

 

（１）関係機関の連携の強化 

ア．代表者会議の開催 

行政機関・民間団体・地域住民との緊密な連携と相互の協力がとれるよう、関係機関の代

表者による代表者会議を開催し、協議会の組織及び運営の全般について協議します。 

イ．実務者会議の開催 

関係機関の実務を担当する者で実務者会議を開催し、要保護児童の実態把握や支援を

行っているケースの総合的な把握と支援体制作りの検討及び研修会を実施します。 

ウ．個別ケース検討会議の開催 

複雑多様化する児童虐待等に対応するために、医療機関・民生委員・主任児童委員・学

校・保育園・幼稚園等との連携の強化を図り、情報の共有化に努めるとともに、最も効果

的な個々の支援を検討するための個別ケース検討会議を積極的に開催します。 

エ．切れ目のない支援体制の構築 

各年代と関わる機関との情報交換や連携体制を作り、児童虐待の未然防止、早期発見

及び迅速な対応を図ります。 

〇出産前 

健康支援課及び産科を有する病院と連携し、特定妊婦把握のためのチェックリストを 

活用することで、支援が必要と思われる家庭のアセスメントを行います。 

〇出産後～就学前 

健康支援課と連携し健診未受診家庭等のハイリスク家庭の情報共有を行います。 

幼稚園、保育園等と児童虐待チェックリストを活用し、こども相談課との連携強化に努

めます。 

〇就学後 

全小中学校と要保護児童進行管理台帳を作成し、早い段階から心配のある家庭の把

握に努めます。 

〇全年齢 

関係医療機関と心配なケースの情報交換を行います。 

児童相談所と対応中のケースについて、対応状況の確認を行います。 

   



 
 

    〇生活保護世帯 

     生活保護を受給している心配な子育て世帯の情報共有を行う枠組みを検討します。 

オ．合同研修会の実施 

令和３年度から市こども相談課と苫小牧分室での合同研修を行い、子どもを虐待から守るた 

めの土台となる知識の習得に努めます。開催回数は未定ですが、市役所の機能や資源、面

接技法の学習、護身術など多種多様な内容を検討しています。 

カ．機関誌の発行 

関係機関との連携強化を目指し、児童虐待等に関する機関誌で情報を発信します。 

 

（２）啓発・予防活動の実施 

ア．児童虐待防止の推進啓発の実施 

関係機関にご協力をいただき、大型店などで児童虐待防止啓発グッズを配布する他、ポ

スターや懸垂幕等を掲示します。また、市役所やホームページ、広報とまこまいでのＰＲな

ど、積極的にオレンジリボンキャンペーンを展開し、周知に努めます。 

イ．出前講座の実施 

要望に応じて、児童虐待に関する知識や情報を提供し、児童虐待防止に関する意識の

高揚を図るため出前講座を実施します。 

ウ．子育て講座（step）実施 

平成 26 年度から実施し、子育てにおいてイライラが減る等の評価を得ている当該プログ

ラムについて、子育て支援及び児童虐待予防として実施します。 

 

（３）苫小牧市子どもを虐待から守る条例啓発事業の実施 

ア．児童虐待防止啓発グッズのデザイン募集 

小学生を対象にデザイン募集を行うことで、子どもへの児童虐待にかかる知識普及を図 

り、子どもに「自分たちは大切にされる存在なんだ」というメッセージが伝わるように工夫し 

ます。 

作成した啓発グッズを利用し、企業や地域を巻き込み、市が一丸となって児童虐待を防 

止していく手立ての一つとして展開します。 

イ．子育て支援講座を開催 

市民や市職員、会社員等を対象とした子育て支援講座を開催し、受講者には小学生が 

デザインした児童虐待防止啓発グッズを配布し、地域における子育ての相談員として活 

動してもらう機会とします。 

   講座の内容は、本市における虐待相談の状況や事例、子育て支援施策の説明や受講 

された皆さんに期待することなどを検討しています。 
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受講者には、困っている様子の親子に声をかけ、話を聞いていただいたり、必要に応じ 

てこども相談課につないでもらうなど、子どもと保護者の見守りなどの役割を期待していま 

す。 

ウ．リーフレットの作成 

 条例の周知及び虐待の理解促進に向けて、子どもにもわかりやすいリーフレットを作成 

 します。 

エ．子どもを虐待から守るシンポジウム開催 

    全市的な意識醸成を図るために、子どもを虐待から守る条例啓発事業として、シンポジウ

ムを 11 月に開催します。 

オ．子育て家庭向けの支援カード作成 

 子育て家庭の支援につながる各種情報（子どもの預け先や子育て講座等）を載せた 

カードを作成します。 
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○令和３年度事業計画（月別） 

実施月日 事  業  内  容 

随時開催 個別ケース検討会議、出前講座 

4 月 室蘭児童相談所苫小牧分室との合同研修 

5 月 
室蘭児童相談所との要対協進行管理台帳打ち合わせ 

全小中学校との情報連携（～６月） 

6 月 

代表者会議（書面開催） 

健康支援課及び市立病院との連携会議 

子育て講座（step）通常講座（～７月） 

7 月 
児童虐待対応研修（本協議会構成機関対象） 

室蘭児童相談所との要対協進行管理台帳打ち合わせ 

8 月 

健康支援課及び市立病院との連携会議 

児童虐待チェックリスト研修会（幼稚園、保育園、認定こども園等対象） 

全小中学校との情報連携（～９月） 

子育て講座（step）ダイジェスト講座 

9 月 児童虐待対応研修（本協議会構成機関対象） 

10 月 室蘭児童相談所との要対協進行管理台帳打ち合わせ 

11 月 

児童虐待防止月間の各種啓発活動（ポケットティッシュ配り等） 

子どもを虐待から守るシンポジウム 

虐待対応研修会（市立病院共催、主に医療機関対象） 

子育て支援講座 

健康支援課及び市立病院との連携会議 

全小中学校との情報連携（～１２月） 

12 月 
子育て講座（step）ダイジェスト講座 

子育て支援講座 

令和 4 年 1 月 
室蘭児童相談所との要対協進行管理台帳打ち合わせ 

児童虐待対応研修（本協議会構成機関対象） 

2 月 

子育て講座（step）通常講座 

子育て支援講座 

健康支援課及び市立病院との連携会議 

全小中学校との情報連携（～３月） 

3 月  

※児童虐待対応研修（本協議会構成機関対象）の内容は、「トラウマ・インフォームド・ケアを

学ぶ」「身体的虐待における法医学の視点を学ぶ」等を予定しています。 

※新型コロナウイルスの影響もあり、変更となる可能性もありますが、事業内容につきましては

以下の予定を立てております。 
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令和元年度 北海道室蘭児童相談所における児童虐待相談対応状況について 

 

１ 相談対応件数の推移 

  当所における通告受理件数は８０８件であり、全国的な傾向と同様に増加傾向にある。 

  当所での対応件数は５１３件であり、うち、当所苫小牧分室管内は３４７件、うち、苫

小牧市分は２８３件である。 

なお、当所の対応件数については、当該年度の前後をまたいで対応している案件もある

ため、通告件数との差異が生じている。 

 

２ 経路別相談対応件数 

  相談経路については、近年と同様の傾向である。件数が多い順に、警察等、都道府県、

福祉事務所、家族親戚等となっている。 

警察等からの通告が全体の約６４％を占めており、警察等におけるＤＶに係る案件が

多かったものと推察される。 

 

３ 相談対応件数の内訳 

  虐待種別件数については、件数の多い順に、心理的虐待、ネグレクト、身体的虐待、性

的虐待となっている。 

苫小牧市における件数についても、心理的虐待（１９４件）、ネグレクト（５２件）、身

体的虐待（３５件）、性的虐待（２件）となっており、当所全体と同様の傾向である。 

  その他、虐待者別件数、子どもの年齢構成別件数、相談対応結果別件数についても、各

項目において、若干の増減は見られるものの、近年と同様の傾向である。 

  年齢構成別では、０～３歳未満から小学校修了前までの割合は近年の傾向と変わらず、

７割超と多数を占めている。うち、半数以上は小学校就学前である。こうした事からも、

出産前後から小学校就学前までの時期における地域のサポートが重要である事がうかが

える。 

  なお、高校生以上の件数も増加しているが、これについては、警察等からの通告数の増

加に伴うものと推察される。 

  当所における２号指導及び継続指導の増加については、福祉事務所及び学校等からの

緊急性が高いケースや、関係機関と連携しながら継続的に支援が必要なケースが多かっ

たものと推察される。 

 

４ その他 

  令和２年度の統計については、集計中。 
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苫小牧市要保護児童対策地域協議会設置要綱 (案) 

 

（設置） 

第１条  保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認

められる児童（以下「要保護児童」という。）の適切な保護を図るため、児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２５条の２第１項の

規定に基づき苫小牧市要保護児童対策地域協議会（以下「協議会」という。）を

設置する。 

 

（業務） 

第２条 協議会は、次に掲げる業務を行う。 

（１）要保護児童に加え要支援児童若しくはその保護者または特定妊婦（以下

「要保護児童等」という。）に関する情報その他要保護児童の適切な保護を

図るために必要な情報の交換 

（２）要保護児童等に対する支援の内容に関する協議 

（３）その他協議会の目的を達成するために必要な事項 

 

（組織） 

第３条 協議会は、別表に掲げる関係機関（以下「関係機関」という。）で構成

する。 

２ 協議会に会長を置き、会長は苫小牧市長が指名する。 

３ 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名す

る者がその職務を代理する。 

 

（調整機関） 

第４条 法第２５条の２第４項に規定する要保護児童対策調整機関（以下「調整

機関」という。）は苫小牧市健康こども部こども相談課とする。 

２ 調整機関は、次に掲げる業務を行う。 

（１）協議会に関する事務の総括 

（２）要保護児童等に対する支援の実施状況の把握 

（３）児童相談所その他の関係機関との連絡調整 
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（会議） 

第５条 協議会に、代表者会議、実務者会議および個別ケース検討会議を置く。 

 

（代表者会議） 

第６条 代表者会議は、要保護児童対策全般についての情報交換、協議会の活動

方針、関係機関の連携のあり方および役割分担等について協議する。 

２ 代表者会議は、関係機関の代表者で構成する。 

３ 代表者会議は、会長が招集し、主宰する。 

 

（実務者会議） 

第７条 実務者会議は、要保護児童の実態把握、要保護児童対策を推進するため

の啓発活動の企画ならびに要保護児童等についての情報交換および援助につい

て協議する。 

２ 実務者会議は、関係機関に属する実務担当者で構成する。 

３ 実務者会議は、調整機関の長が招集し、主宰する。 

 

（個別ケース検討会議） 

第８条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、関係機関に対し、

相談または通告のあった事案に関する具体的な情報交換および援助方法等につ

いて協議する。 

２ 個別ケース検討会議は、関係機関のうち、個別の要保護児童等に関係する機

関に属する担当者で構成する。 

３ 個別ケース検討会議は、調整機関の長が招集し、調整機関の長が指名する者

が主宰する。 

 

（守秘義務） 

第９条 協議会の構成機関・法人の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協

議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該機関・法人の役

職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても同様と

する。 
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（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事

項は、代表者会議において定める。 

 

 

 

 附 則 

１ この要綱は、平成１７年７月２１日から施行する。 

２ 苫小牧市児童虐待防止連絡会議要綱（平成１２年９月１４日）は、廃止する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年１２月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年５月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年５月２８日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和３年６月３日から施行する。 
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　別　表

苫小牧市要保護児童対策地域協議会の関係機関

区　　分 関　係　機　関

国又は地方公共団体の機関 札幌法務局苫小牧支局

（法第２５条の５第１号） 北海道札幌方面苫小牧警察署

北海道苫小牧保健所

北海道室蘭児童相談所

苫小牧市立病院

苫小牧市消防本部

教育部指導室

健康こども部青少年課

総合政策部協働・男女平等参画室

福祉部総合福祉課

福祉部障がい福祉課

福祉部生活支援室

健康こども部健康支援課

福祉部発達支援課

健康こども部こども育成課

健康こども部こども支援課

健康こども部こども相談課

法人 一般社団法人苫小牧市医師会

（法第２５条の５第２号） 一般社団法人苫小牧歯科医師会

札幌弁護士会苫小牧支部

特定非営利活動法人ウィメンズ結

特定非営利活動法人チャイルドサポートこあら

その他の者 苫小牧市小学校長会

（法第２５条の５第３号） 苫小牧市中学校長会

北海道私立幼稚園協会苫小牧・日高支部

苫小牧市法人保育園協議会

苫小牧人権擁護委員協議会

苫小牧身体障がい者福祉連合会

苫小牧市クローバーの会

とまこまい若者サポートステーション

苫小牧市民生委員児童委員協議会

　苫小牧地域児童通所支援事業所連絡協議会

　いぶり・ひだか児童家庭支援センターしずく


